
森林吸収源対策の推進

（間伐の積極的な推進）
（木づかい運動を通じた
国民運動の展開）

（治山対策の推進） （森林ボランティア活動の推進）

○地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策を推進。

研究開発

○地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響の評価と
高度対策技術の開発（H18年度～H22年度）。
・森林・農地・海洋（藻場）における炭素循環の解明
とCO2吸収量等を把握するモデルの開発
・地域有機性資源の特性に応じたバイオマスエネ
ルギー生産技術の実用化 等

水産業分野の対策

地域の実情に応じた
バイオマスの効率的・総
合的な利活用システム

（メタン発酵、ガス化、木
質ボイラー等）

バイオマスタウンの構築
（平成２２年で３００市町村）

食品工場
レストラン

電気、熱、プラスチック

一般家庭

林地残材

バイオマス資源の循環利用

たい肥、電気

農作物残さ

家畜排せつ物

食品廃棄物

下水汚泥

農場

森林

（青色発光ダイオードを使用した
さんま棒受け網漁船）

〈発光ダイオード集魚灯〉〈冷凍技術〉
・冷凍庫の細分化
・漁獲物の分割、小型化による

冷凍時間の短縮

（マグロの分割凍結
（ロイン凍結））

農業分野の対策

○環境保全型農業を推進。
・農業環境規範の遵守等による排出抑制
・施設・機械等の効率運転・使用

○エネルギーや製品としてバイオマスの利活用を推進。
バイオマス熱利用により約760万トン-CO2を削減（京都議定書の６％削減
約束のうち約0.6％に相当）

○省エネ技術の導入。

食品産業分野の対策

○漁船の適切な運航による燃油削減
・経済速度での運航
・機関の適正な保守点検
・冷凍装置等の効率運転

電気、熱

○施設園芸・農業機械における省エネルギーの
取組強化。
・省エネルギー効果の高い設備・機器等の導入
・施設・機器等の点検整備

農林水産省における
事務・事業の取組

○農林水産省（本省）を対象に
環境管理システムをH17.12
に導入し、H18.3にISO14001
の認証を取得。

京都議定書の６％削減約束のうち ３.８％に相当する
４，７６７万トン-ＣＯ2程度を、森林吸収量により確保。

＜森林吸収源１０カ年対策の柱＞
平成１４年に農林水産省として「地球温暖化防
止森林吸収源１０カ年対策」を策定し、森林吸収
源対策を推進。
１ 健全な森林の整備
２ 保安林等の適切な管理・保全等の推進
３ 木材・木質バイオマスの利用の推進
４ 国民参加の森林づくり等の推進
５ 吸収量の報告・検証体制の強化

農業農村整備事業の対策

○美しい森林づくり推進国民運動の展開

○廃棄農業資材のリサイクル等取組推進。

○畜産分野における取組の推進。
・稲わらの飼料利用拡大の推進
・地域の実情に応じ炭化・メタン発酵による地域循環型畜産を推進

（高速代かき機）

地産地消の推進
○地産地消推進計画の策定の促進。
○普及活動の強化。 14

３．農林水産分野の地球温暖化防止策

○団体による環境自主行動
計画の策定を推進。
・現在、１８団体が計画策定
・毎年度、フォローアップを実施
○省エネルギー法によるエネル
ギー管理の徹底。
○食品リサイクル、容器包装
リサイクルによる3Ｒの推進。

○自然エネルギーの有効活用。
・小水力発電施設の整備
・太陽光発電施設の整備
○事業の各段階における排出量算定方法の検討。6
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作物残さ

作物残渣の焼却（野焼き）に伴う
CH4、N2Oの排出※８

家畜の消化管内発酵に伴う
CH4の排出

※１

家畜排せつ物の管理における
CH4、N2Oの排出※2

有機質肥料

家畜排せつ物

農業分野における温室効果ガスの排出形態

稲作（水田）に伴う
CH4の排出

※３

大気沈降、窒素溶脱・流出による
N2Oの排出※６

作物残さのすき込みに伴う
N2Oの排出※７

合成肥料・有機質肥料の使用に伴う
N2Oの排出※４

有機質土壌の耕起に伴う
N2Oの排出※５

作物残さのすき込み

堆肥化センター

※１ 家畜を飼養することにより、その家畜が食物等を消化する際に、胃腸等の消化管内発酵で生じたメタンが大気中に排出される。

※２ 家畜が排せつするふん尿の管理の工程中で、①ふん尿中の有機物がメタン発酵によりメタンに変換され大気中に排出される。
②ふん尿中の窒素分が細菌等の作用で硝化又は脱窒される過程において一酸化二窒素が排出される。

※３ 水田において、嫌気性条件下における微生物の働きで有機物が分解され、メタンが排出される。

※４ 耕地に使用された肥料が脱窒される過程において一酸化二窒素が排出される。

※７ 耕地においてすき込まれた農作物の残さから一酸化二窒素が排出される。

※８ 植物性の廃棄物が屋外で焼却される際、不完全な燃焼等によって、メタン、一酸化二窒素が排出される。

※５ 窒素分を含む有機質土壌を耕起することにより、一酸化二窒素が排出される。

※６ 耕地に使用された有機物資材中から、硝酸として溶脱・流出もしくは揮発した窒素化合物で土壌に沈着したものが脱窒される過程において、一酸化二窒素が排出される。

15
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温室効果ガス総排出量（平成17年度）における農林水産業・食品製造業の内訳

H17年度総排出量は

13億6,000万CO2ト

ン。うち農林水産業・

食品製造業の割合は

4.1％（運輸、廃棄物

に伴う排出量は除く）

産業部門

のCO2

農林水産業・食品製造業

で発生するCO2

農林水産業で発生するN2O
N2O

CH4

農林水産業で発生するCH4

廃棄物（焼却等）のCO2

工業プロセスのCO2

エネルギー転換

部門のCO2

家庭部門

のCO2

業務その他

のCO2

運輸部門（自動車・

船舶等）のCO2

その他ガス

CO2：二酸化炭素

CH4：メタン

N2O：一酸化二窒素

2005年度（平成17年度）の温室効果ガス総排出量は約13億6,000万CO2トン。そのうち農林水産業（燃料の燃焼、家畜の消化管内発酵、
家畜排せつ物の管理、稲作、肥料の施用、作物残さのすき込み・野焼き等）における排出量は約4,100万CO2トン、総排出量に占める割合
は約3.0％で、基準年（1990年）以降、減少傾向となっている。

また、食品製造業（燃料の燃焼）による2005年度（平成17年度）の温室効果ガス排出量は1,500万CO2トンで、近年減少傾向となっている。

農林水産業・食品製造業における温室効果ガス排出量の状況

（約０．９％）

（約１．１％）

農林水産業・食品製造業における温室効果ガス排出量の推移

0

5

10

15

20

25

1990 199 1 1992 19 93 19 94 1995 19 96 1997 19 98 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 2005（年度）

排
出
量
（
百
万
ト
ン
C
O
2
）

農林水産業でのCO2排出 農林水産業でのCH4排出

農林水産業でのN2O排出 食品製造業でのCO2排出

農業分野における温室効果ガスの排出形態
16

（農林水産業：約１．０％、食品製造業：約１．１％）

3.4%

13.4%

0.6%

9.5%

21.2%
25.7%

26.2%

家畜排せつ物の管理に伴うCH4・N2O排出

家畜の消化管内発酵に伴うCH4排出

稲作に伴うCH4排出

肥料の使用に伴うN2O排出

作物残さのすき込みに伴うN2O排出

野焼きに伴うCH4・N2O排出

その他農地土壌からのN2O排出

2005年度
排出量

2,700万
CO2トン

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書（2007.5）」
（独）国立環境研究所 ※全てＣＯ２換算値
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○ 新規植林：過去50年来森林がなかった土地に植林

○ 再植林 ：1990年時点で森林でなかった土地に植林

○森林経営：持続可能な方法で森林の多様な機能を十分に発揮するための一連の作業

１９６２年 １９９０年 ２０１２年

１９９０年 ２０１２年１９６２年

１９６２年 １９９０年 ２０１２年

対象地域はごくわずか

対象地域はごくわずか

人為活動の確保が課題

京都議定書で森林吸収源と認められる森林(京都議定書３条３項、４項）

京都議定書で認められる森林は、１９９０年以降の人為活動が行われた森林で、「新規植林」、「再植林」、「森林経営」による
もののみ。新たな森林造成の可能性が限られている我が国においては「森林経営」による吸収量が大宗を占めることになる。

※過去に植林を進めてきた国については、新たな土地に植林する余地は乏しいが、これからも温暖化
対策に貢献しうる点を評価し「森林経営」も組み込むこととされた。

（１）森林吸収源対策

17
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●我が国の森林経営の考え方とその対策の方向

「法令等に基づく伐採・転用規制等の保護・保全措置」が講じられている森林

育成林

天然生林

間伐等の森林整備を
推進し、森林経営対象
森林の割合を増やす。

保安林指定を推進す
るなど保護・保全措置
がとられている天然生
林を増やす。

＜対策の方向＞＜森林経営の考え方＞

森林吸収源として京都議定書上の算入の対象になるのは、全森林のうち「森林経営」されて

いるものに限定される。我が国の森林経営の考え方については、京都議定書等に基づき、森

林経営の現状等を踏まえ、育成林、天然生林について、以下のように整理。

（平成18年8月30日に条約事務局へ考え方を報告）

地拵え
植付 下刈

（６回）
間伐

（３回程度）
主伐

（複層林へ誘導する場合の択伐を含む）地拵え
植付 下刈

（６回）
間伐

（３回程度）
主伐

（複層林へ誘導する場合の択伐を含む）
主伐

「森林を適切な状態に保つために１９９０年以降に行われる森林施業（更新
（地拵え、地表かきおこし、植栽等）、保育（下刈、除伐等）、間伐、主伐）」が
行われている森林

187
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●１３００万炭素トン確保のため追加整備が必要な森林面積（試算）
（2005年時点で見込まれる「森林吸収源算入対象森林」と当該森林における吸収量）

法令等に基づく伐採・転用規制等保護・保全措置がとられている面積

２８０万炭素トン

１３００万炭素トン確保のためには、１１０万炭素トンの更なる確保が必要。

１１０万炭素トン
の更なる確保が必要

1300－(910＋280)=110

○育成林～実地調査等により、樹種別、齢級別に「森林吸収源算入対象森林」の割合を把握～

① 1990年（Ｈ２）以降間伐等の手入れがされており、第１約束期間最終年の2012年
（Ｈ２４）までに新たな森林施業を行わなくても「算入対象森林」となるもの

４５０万ｈａ

９１０万炭素トン

○天然生林

・２００８年（Ｈ２０）までに国有林を中心として保安林面積の拡大に最大限努力し、現
在の見込みの５９０万haから７０万haを追加（合計：660万ha）

② 現在の森林整備状況を踏まえ、現行の予算水準を前提に、新たな森林・林業基本
計画に基づく森林づくりなど、コストダウンを図りながら、間伐等の手入れを行うこと
によって、2006～2012年（H18～24）の７年間で「算入対象森林」となるもの

２２５万ｈａ

４５０万ｈａ＋２２５万ｈａ

＝６７５万ｈａにおける炭素吸収量

６６０万ｈａにおける炭素吸収量

：

：

毎年２０万ha、
６年間で１２０万haの
森林整備の追加が必要

19
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閣僚懇談会での総理指示
「政府一体となって『美しい森林づくり』に取り組んでいく必要がある」

内閣官房長官主宰の「美しい森林づくりのための関係閣僚による会
合」

第１回関係省庁連絡会議（議長：内閣官房副長官補）

第１回「美しい森林づくり全国推進会議」（代表：出井伸之クオンタム
リープ（株）代表取締役）の設立
全国推進会議と内閣総理大臣との意見交換会

第２回関係省庁連絡会議

地球温暖化対策推進本部

「京都議定書目標達成計画の見直しに向けた基本方針」において、森林吸
収源対策として「美しい森林づくり推進国民運動」の展開を決定

国民対話「若林大臣と語る希望と安心の国づくり」
「美しい森林づくり～国民一人ひとりが支える森林吸収源対策～」をテーマ
に公募による参加者と意見交換

全国推進会議で挨拶する出井代表

美しい森林づくり推進国民運動について

◎森林所有者に対する取組み
・農山村地域での働きかけ（森林組合を中心に、自己所有林の現状把握と具体的施業計画の策定の推進）
・不在村者（327万haを所有）に対する「自分の山再発見運動」の呼びかけ

◎幅広い国民の参画
・民間企業に対する協力の呼びかけ
（社内外ボランティアの森林づくり、自社保有林の整備による森林づくり、基金等を活用した森林づくりの推進）

・ＮＰＯと連携した取組
（森林ボランティア活動への国民参加の呼びかけ、森林環境教育の推進）

・農山村住民への働きかけ
（里山整備の推進）

◎「木づかい運動」の展開
・国産材利用の拡大

経 緯

運動内容

１９年 ２月 ９日

２月２３日

３月２９日

６月 １日

７月 ６日

１０月 ２日

１２月 ９日

◎始まっています。美しい森林づくり推進国民運動
美しい森林づくり推進国民運動の総合情報Ｗｅｂサイト
http://www.rinya.maff.go.jp/utsukushiimoridukuri.html

・ 「美しい森林づくりニュース」のバックナンバー
・ 「美しい森林づくりニュース」を読むために（メールマガジンの登録）
・ 眞鍋かをりさんがナビゲートする「美しい森林づくり推進国民運動」の番組など（７本）

http://nettv.gov-online.go.jp/channel.html?c=21 （政府インターネットテレビ）

◎美しい森林づくり全国推進会議
「美しい森林づくり全国推進会議」のＷｅｂサイト

http://www.b-forest.org/

○関連サイト
森林ボランティアの募集、緑の募金などについて

http://www.green.or.jp/index.html （（社）国土緑化推進機構のＷｅｂサイト）

情報サイト

推進体制

政府全体で取組むメッセージを国民に発信

（関係省庁）

○内閣官房 ○総務省 ○文部科学省

○厚生労働省 ○経済産業省
○国土交通省 ○環境省 ○農林水産省

美しい森林づくりのための関係閣僚に
よる会合

「美しい森林づくり推進国民運動」
に関する関係省庁連絡会議

○代表：出井伸之（クオンタムリープ㈱代表取締

役）

○事務局長：宮林茂幸（東京農業大学教授）

○設立発起人：１３４人

○構成団体：（社）経団連、（社）日本医師会、

（財）ボーイスカウト日本連盟など４９団体

○地方レベルの産業界、環境団体、教育団体、
医療団体、労働団体、ＮＰＯ等各界の団体によ

り構成

美しい森林づくり全国推進会議

美しい森林づくり地方推進組織

○官房長官主宰により必要に応じ開催
○運動の基本方針の決定

農林水産省「美しい森林づくり推進
国民運動」推進本部

○本部長 ： 農林水産大臣

連
携

森林ボランティア活動、企業による森林

づくり、森林環境教育、木づかい運動等

を展開

２０7
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② 更に、１００年先を見据え長伐期化、

針広混交林化、広葉樹林化等多様な森
林づくりを推進

①毎年５５万ha、計３３０万haの間伐を推進
（京都議定書森林吸収目標の達成）

間伐対象外齢級 約210万ha

＜育成林1140万haの状況＞

約
８
割
を
適
正
な
状
況
に

奥地等間伐当面困難約200万ha

当面間伐必要なし
（既に適正な状況）

約400万ha

2007～12年の
6年間に間伐

約330万ha

間
伐
対
象
森
林

現在の森林整備の水準で推移した場合に見込まれる面積
と合わせ、毎年５５万ha（６年間で計３３０万ha）の間伐の
実施が必要。

運動の目標

美しい森林づくり推進国民運動の目標とこれまでの取組について

３３０万haの根拠

京都議定書第１約束期間（２００８～２０１２年）において、森

林吸収量１３００万炭素トンの確保が目標

○育成林
現在の森林整備の水準で推移した場合、森林吸収源として対象と

なる育成林
６７５万haが対象→９１０万炭素トンの吸収量

○天然生林
国有林を中心として保安林面積の拡大に最大限努力した場合、

森林経営の対象となる森林

６６０万haが対象→２８０万炭素トンの吸収量

→１３００万－（９１０万＋２８０万）＝１１０万

１１０万炭素トンの確保のためには、２００７～２０１２年
の６年間で毎年２０万ha、１２０万haの追加的な森林
整備（間伐が最も効果的かつ効率的）が必要

１３００万炭素トンの達成のためには、１１０万炭素トン
の更なる確保が必要

●森林吸収量の現状

これまでの取組

◎不在村森林所有者への呼びかけ
・不在村者の所在の確定と、ふるさと森林会
議への参加要請（全国27か所）
・司法書士団体との連携

（全国19,000会員対象）

◎民間企業に対する協力の呼びかけ
・全国推進会議のＨＰを活用した情報提供
・CSR活動を掘り起こす企業訪問
◎農山村地域での運動の展開
・団塊世代の森林所有者への施業研修会の
開催（現在11道県）
・施業意欲が低下した森林所有者への働き

かけ（現在全国で135グループが実施）
・農業新聞を活用した呼びかけ（10月16日）
◎森林ボランティア活動の呼びかけ
ＮＰＯとの連携強化
・ボランティア活動の参加を呼びかけるパンフ

レットの配布
・国土緑化推進機構のＨＰを通じた情報提供

◎木材利用の拡大に向けた取組の展開
・木づかい推進月間（10月）を中心に木づかい
運動を展開
・企業向けセミナー等を開催
・間伐材の利用拡大に向けた取組を推進
（シンポジウム、間伐・間伐材利用コンクール）

◎国有林における取組
・全国子どもサミット等、各種イベント等の機
会を通じた運動のPR
（延べ5万人以上が参加）
・会議等の機会を通じた運動のPR
◎広報・イベントの展開
・「美しい森林づくりニュース」発行
（10万部を突破）
・各種メディア等で特集

（ａｆｆ、林野、インターネットTV）
・「ふるさと食品全国フェ ア｣など他部局との連携

◎省幹部による全国キャラバン
・都道府県主催の植樹祭等への参加（８県）
・地方推進組織設立行事への参加
（澤大臣政務官［栃木］10月16日等）
・全国育樹祭関連意見交換会の開催
（若林大臣［熊本］11月3日､4日）
・国民対話「若林大臣と語る希望と安心の国

づくり」の開催（若林大臣［京都］12月9日）
２１
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「美しい森林づくり全国推進会議」について
も り

１ 趣旨

これまでの先人の努力により育まれてきた我が国の森林を次の世代に引き

継いでいくため、民間主導による美しい森林づくりに向けた運動を全国的に

展開する。

２ 会議の構成・運営

( ) 代表1
出井伸之（ソニー(株)最高顧問）

( ) 事務局長2
宮林茂幸（東京農業大学教授）

( ) 構成員3
ＮＰＯ法人、公益法人、林業関係団体ほか

３ 主な活動内容

美しい森林づくりに向けて、国民に対して、森林づくりへの参加、緑の

募金への協力、職場や暮らしの中での木材利用などを働きかけを行う。

４ 活動実績

第１回「美しい森林づくり全国推進会議」を開催

( ) 設立総会1
19 6 1 15:15 16:00日 時：平成 年 月 日（金） ～

場 所：東京グリーンパレス

参加者：出井代表、構成員等

内 容：①「代表」の承認

②「美しい森林づくりのための行動宣言」の採択

( ) 政府との意見交換会2
19 6 1 17:00 17:30日 時：平成 年 月 日（金） ～

場 所：首相官邸大ホール

参加者：設立総会出席者（約 名）130
内閣総理大臣、官房長官、関係閣僚ほか

内 容：会議の設立及び取組の方向についての報告。運動を進めて

いくための意見交換

美しい森林づくりのための行動宣言
も り

森林は、私たちのくらしの 礎 です。
も り いしずえ

それは今も昔も、未来も変わりません。森林は、水をかん養します。
も り

生活に必要な基礎素材を持続的に生産します。心身を癒してくれます。

伝統文化を育んできました。ふるさとの風景をつくります。多様な生き
物たちのすみかです。二酸化炭素の吸収源として、地球温暖化防止の役
割もクローズアップされてきました。

緑の多様な働きのすべてを市場価値で計ることはできませんが、私た
ちが生きていくうえで欠かすことのできない人類共有の財産です。

しかし、その緑が活力を失いかけています。
先人たちの努力により、今も国土の７割近くが森林に覆われています

も り

が、木々の手入れ不足が目立ってきました。山村の人口が減り、森林の
も り

働き手も足りません。せっかく育てた木材も使われずに放置されていま
す。里山の野生動物にも異変が起こっています。

どうしたら、美しい森林を再生できるのでしょう。
も り

みんなで知恵を出し、行動を開始しなければなりません。森林づくり
も り

に励む人々に 元気を取り戻してもらいましょう 都市住民・企業も森林、 。
も り

に目を向けましょう。生活に木を取り込み、森林のくらしを見直しまし
も り

ょう。
豊かな森林の恵みを引き出し、科学技術と自然が共存する新たな文化

も り

とライフスタイルを築くために 「伝えよう木の文化、残したい美しい、

森」を合言葉に次のような行動に取り組みたいと思います。

１ 幅広い国民の参加を得ながら多様で活力のある森林づくりを進めま
も り

す。
２ 科学技術を生かした新たな利用開発を行うなど国産材の活用に取り

組みます。
３ 快適で、環境にもやさしい「木のあるくらし 「国産材を使うくら」
し」を広げていきます。

４ 都市と山村の交流・協力に努めます。
５ 森林づくりを進める地域と人々を励ますボランティア活動を促して

も り

いきます。
６ 多様な生物の保全と次代を担う青少年の環境教育に力を注ぎます。

平成１９年６月１日
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技術開発がなされれば２０３０年頃には国産バイオ燃料の大幅な生産拡大は可能

欧米、ブラジルの制度を踏まえ、国内制度を検討

２０１１年
５万ＫＬ

２０３０年頃
大幅な生産拡大

＊農林水産省試算６００万kl

現在
３０ＫＬ

① 収集・運搬コストの低減 ・・・・・・・・・・ 山から木を安く下ろす、稲わらを効率よく集める機械等を開発

② 資源作物の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・ エタノールを大量に生産できる作物を開発

③ エタノール変換効率の向上 ・・・・・・・ 稲わらや間伐材などからエタノールを大量に製造する技術を開発

技術開発の課題と生産可能量

技術開発技術開発

制 度制 度

・糖質（さとうきび糖みつ 等 ）
・でんぷん質（くず米 等 ）

・セルロース系
（稲わら、間伐材 等 ）
・資源作物

原料と生産可能量原料と生産可能量

バイオ燃料の利用率の向上

【米国】 2017年に350億ガロン
（1.3億ＫＬ、日本（600万KL）の22倍）を目標
〔2007.1 ブッシュ大統領一般教書演説〕

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けて－ 総理報告（工程表）のポイント －

（２）バイオマス資源の循環利用

23
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設置場所： 北海道上川郡清水町
（ホクレン清水製糖工場内）

施設能力： １．５万キロリットル／年
原 料 ： 余剰てん菜、規格外小麦

設置場所： 北海道苫小牧市
（合同酒精（株）苫小牧工場）

施設能力： １．５万キロリットル／年
原 料 ： 非食用米

設置場所： 新潟県新潟市
（コープケミカル新潟工場内）

施設能力： ０．１万キロリットル／年
原 料 ：非食用米

北海道バイオエタノール株式会社
（ホクレン、JA道中央会 等)

オエノンホールディングス株式会社

全国農業協同組合連合会
（ＪＡ全農）

H19年度から大規模実証を実施（合計で3.5万KL）

設置場所： 茨城県土浦市
施設能力： ３００キロリットル／年

サンケァフューエルス㈱

設置場所： 東京都江戸川区
施設能力： １２０キロリットル／年

エコデス㈱

設置場所： 福井県永平寺町
施設能力： ７５０キロリットル／年

福井BDF㈱

設置場所： 福岡県新宮町
施設能力： 2,000キロリットル／年

西田商運㈱

設置場所： 福岡県久留米市
施設能力： ６００キロリットル／年

㈱フチガミ

バイオエタノール地区（３地区）

バイオディーゼル燃料地区（５地区）

国産バイオ燃料元年

２４7
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市町村が中心となって、地域のバイオマス利活用の全体プラン「バイオマスタウン構想」を作成し、
その実現に向けて取組む。

バイオマスタウンとは
広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生から利用までが効率的なプロセスで結ばれた総合的利
活用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われているか、あるいは今後行われる
ことが見込まれる地域

農場

家畜排せつ物

森林

食品廃棄物

農作物残さ

・発電・発熱
・エタノール、BDF
・プラスチック、素材
・肥飼料化

たい肥、電気

電気、熱、プラスチック

林地残材

一般家庭

食品工場

下水汚泥

施設内、施設間で資源、
エネルギーを融通

バイオマスタウン
「バイオマス・ニッポン総合戦略」平成18年3月閣議決定

（平成２２年で３００市町村を目標）

レストラン

・地域の関係者が協力した
推進体制

・効率的な収集・輸送、変換、
利用のシステム

・地域の多様なバイオマス
を複合的に利用

・無理のない運営

・地域の需要に対応した利
用

変換施設

バイオマスの利活用の推進（バイオマスタウンの構築）
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バイオマスタウン構想を公表した １０４ 市町村

岡山県岡山県

真庭市
新見市

富山県富山県

立山町
富山市

沖縄県沖縄県

伊江村
うるま市
宮古島市

北海道北海道

留萌市

旧瀬棚町(現せたな町)

旧大滝村(現伊達市)
三笠市
中札内村

旧東藻琴村(現大空町)
別海町
鹿追町
滝川市
厚沢部町
帯広市
白老町
津別町
豊頃町
東川町

青森県青森県

旧市浦村(現五所川原市)
青森市
藤崎町
鶴田町

千葉県千葉県

旧山武町(現山武市)
白井市
旭市
大多喜町
睦沢町

新潟県新潟県

旧中条町(現胎内市)
上越市
柏崎市
佐渡市

京都府京都府

旧夜久野町(現福知山市)
南丹市八木町地区
京丹後市

鳥取県鳥取県

大山町

福岡県福岡県

大木町
立花町

岩手県岩手県

紫波町
遠野市
九戸村
花巻市

宮城県宮城県

川崎町

秋田県秋田県

小坂町
横手市

山形県山形県

新庄市

旧立川町(現庄内町)

旧藤島町(現鶴岡市)
鮭川村
村山市
西川町

福島県福島県

富岡町
会津美里町
大玉村

長野県長野県

旧三郷村(現安曇野市)
千曲市

旧長谷村(現伊那市)

兵庫県兵庫県

加西市
洲本市
宍粟市
豊岡市
南あわじ市

高知県高知県

梼原町
春野町

福井県福井県

若狭町

旧美山町(現福井市)

旧和泉村(現大野市)

長崎県長崎県

西海市
対馬市

熊本県熊本県

南阿蘇村
水俣市

鹿児島県鹿児島県

南大隅町
いちき串木野市
志布志市
曽於市

宮崎県宮崎県

小林市
門川町
都農町

大分県大分県

日田市

栃木県栃木県

茂木町
那須町

東京都東京都

あきる野市

神奈川県神奈川県

三浦市

山梨県山梨県

早川町
山梨市
笛吹市

滋賀県滋賀県

米原市
佐賀県佐賀県

伊万里市

群馬県群馬県

川場村
太田市

広島県広島県

庄原市
北広島町

石川県石川県

七尾市
加賀市

岐阜県岐阜県

白川町

静岡県静岡県

湖西市

愛知県愛知県

豊橋市

徳島県徳島県

那賀町

愛媛県愛媛県

四国中央市
内子町

三重県三重県

伊賀市

《平成19年11月末現在》
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○環境自主行動計画とは、二酸化炭素や廃棄物の排出削減等に取り組むため、各産業の業界団体が自主的に策定する行動計画。
○農林水産省では、食品産業（食品製造業、食品流通業及び外食産業）団体に対して環境自主行動計画の策定を慫慂するととも
に、実施状況の把握等を行うため、平成14年度から「環境自主行動計画フォローアップチーム」を設置し、毎年度、
フォローアップを実施。
○フォローアップ結果については、毎年度、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会へ報告・公表。

●牛久保 明邦 東京農業大学国際食料情報学部
教授

有 田 芳 子 主婦連合会環境部会長
高 濱 正 博 （財）食品産業センター参与
中村 愼一郎 早稲田大学政治経済学部教授
堀 尾 正 靭 東京農工大学大学院共生科学技術

研究院教授
三 原 翠 ＮＰＯ法人食品保健科学情報交流

協議会常任理事
●は、座長。

18年度フォローアップチームメンバー

○第1回(18年 9月) 平成18年度のフォローアップの進め方

○第2回(18年12月) 団体ヒアリング（6団体）

○第3回(19年１月) 団体ヒアリング（9団体）

○第4回(19年 3月) フォローアップ結果取りまとめ

18年度フォローアップチーム会合開催状況

環境自主行動計画

（３）食品産業等の環境自主行動計画の取組等

27

環境自主行動計画策定団体

［目標指標：CO2排出量］
1 .  精糖工業会 ※

11.  全日本菓子協会
12.  日本醤油協会
［目標指標：CO2排出原単位］
3.  全国清涼飲料工業会 ※
4.  製粉協会 ※

5.  日本冷凍食品協会
7.  全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会
9.  日本即席食品工業協会
13. 日本植物油協会
15. 日本パン工業会
16. 日本スターチ糖化工業会
17. 全日本コーヒー協会 ☆
18. 日本ビート糖業協会 ☆

［目標指標：ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位］
2.  日本乳業協会 ※

10.  日本缶詰協会
14.  日本ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合

［目標指標：ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量］

6.  日本加工食品卸協会

［定性的な目標］

8.  日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会

産業部門 業務部門

食品産業１８団体が策定

（平成1９年１０月末現在）

(注）
１．※印は、経団連自主行動計画
参加団体。（4団体）

２.  番号は策定順。

３．☆印は平成19年度計画策定
団体。
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平成18年度フォローアップにおけるCO2排出削減対策に係る結果等

１．ＣＯ2排出量を削減目標とする団体（3団体）

1990（平成2） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2010（平成22）

精糖工業会 1.000 0 .829 0 .762 0 .721 0 .800

全日本菓子協会 1.000 1 .007 1 .005 0 .999 0 .940
日本醤油協会 1.000 1 .185 1 .153 1 .160 0 .940

２．ＣＯ2排出原単位を削減目標とする団体（7団体）

1990（平成 2） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2010（平成22）

全国清涼飲料工業会 1.000 1 .107 1 .078 1 .151 0 .940

製粉協会 1.000 1 .121 1 .073 1 .073 0 .950
日本冷凍食品協会 1.000 0 .984 0 .900

全国マヨネーズ・ドレッシング協会 1.000 0 .978 0 .963 0 .974 0 .700

日本即席食品工業協 1.000 0 .855 0 .814 0 .759 0 .940

日本植物油協会 1.000 0 .897 0 .874 0 .863 0 .850

日本パン工業会 1.000 0 .990 0 .941

３．エネルギー消費量を削減目標とする団体（1団体） ※下表の数値は参考である。

2000（平成１2） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2010（平成22）

日本加工食品卸協会 1.000 2 .257 2 .585 2 .769 0 .900

４．エネルギー消費原単位を削減目標とする団体（3団体）

1990（平成 2） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2010（平成22）

日本乳業協会 （2000年を１．０００） 1 .022 1 .007 1 .003 0 .951
日本缶詰協会 1.000 1 .147 1 .158 1 .132 1 .000
　日本ハム・ソーセージ工業協同組合 1 .000 1 .035 1 .058 0 .950

５．定性的目標

日本フードサービス協会

18年度のフォローアップ対象15団体（日本スターチ糖化工業会は19年3月策定のためフォローアップ対象外）のうち、ＣＯ2排出削減に向け数
値目標を設定しているのは14団体、このうち排出量等の実績報告があったのは12団体である。平成17年度は、平成14年度以降の一部原子
力発電所の停止の影響による電力のＣＯ2排出原単位の悪化の影響が残る中、省エネ設備の導入、燃料転換の推進等により前年度に比べ
排出削減が進んだのは、7団体となっている。 このうち、平成17年度の時点で、既に平成22年度の数値目標を達成しているのは2団体にと
どまっている。

＜今後の課題＞
○団体毎の課題

・参加企業の固定化、拡大(日本冷凍食品協会、全国
マヨネーズ・ドレッシング類協会、日本缶詰協会、日本
加工食品卸協会）

・毎年度の数値報告（日本冷凍食品協会）
・数値目標の設定（日本フードサービス協会）

・数値の精査（日本パン工業会）

○既に目標を達成した団体の目標値の引上げ

○目標達成の可否に係る厳然とした自己評価の
実施

○未策定業界に対する計画策定の促進
等

★地球温暖化対策推進本部（5月29日）、２１世紀環境立
国戦略（6月１日閣議決定）、経済財政改革の基本方針
2007（6月19日閣議決定）等において、施策を加速化さ
せるとの方針が決定されている。

＜地球温暖化対策推進本部（5月29日）＞
「自主行動計画について、サービス業を中心とした未策
定業種に対する策定の働きかけ・目標の定量化の促進

や目標引き上げの促進など同計画の深掘や対象範囲の
拡大等、目標未達成業種の目標達成の蓋然性の向上、
ＣＯ２排出量の削減を一層意識した取組の推進」が課題 288
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省エネルギー法

事業者の努力義務・判断基準の公表

第一種ｴﾈﾙｷﾞｰ管理指定工場
（ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量3,000kl/年）
・ｴﾈﾙｷﾞｰ管理者の選任義務
・中長期計画の提出義務
・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報告
← 判断基準に照らし著しく不十分で
あるとき大臣の指示、公表、命令
（罰則）

第二種エネルギー管理指定工場
(ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量1,500kl/年）
• ｴﾈﾙｷﾞｰ管理員の選任
• ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報告
• 従来の熱・電気の区分を廃止、熱と電気
を合算して（原油換算）規制。
← 判断基準に照らし、著しく不十分であ
るとき、大臣の勧告

工場・事業場

事業者の努力義務・判断基準の公表

特定荷主
（年間輸送量が3000万ﾄﾝｷﾛ以上）
・計画の提出義務

・委託輸送に係るｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の
定期報告

←判断基準に照らし著しく不十分である
とき大臣の勧告、公表、命令（罰則)

運輸（荷主）

工場

学校デパート ホテルオフィスビル

事業場

荷主
京都議定書の温室効果ガス排出削
減約束（基準年比６％削減）達成の

ため、指導、立入検査等の的確な実
施等法執行を強化

省エネルギー対策

温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度

・地球温暖化対策推進法に基づき、温室効果ガスを

多量に排出する事業者に、排出量算定・報告を義
務づけ、国が報告データを集計し、公表する。
・省エネ法の指定工場、特定荷主等に報告義務。

報告は平成１９年度から開始。

29

○第一種エネルギー管理指定工場
7,457(うち農水省所管 729）

○第二種エネルギー管理指定工場
6,094(うち農水省所管 594）

平成19年度から
特定荷主を指定

804(うち農水省
所管 144）
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「農業機械の省エネ利用マニュアル」について

「農業機械の省エネ利用マニュアル」は、農業者の方々に地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガスの排出削減を農業経営の中において
意識して頂き、二酸化炭素の排出抑制やコスト縮減の観点から営農活動に活かして頂くことを旨として作成したものです。研究機関等から寄
せられた情報をもとに、農林水産省生産局において本年６月にとりまとめました。今後、関係団体等の協力の下、随時情報の充実を図りなが
ら普及・啓発を推進することとしています。

～ 「農業機械の省エネ利用マニュアル」の概要 ～

１．保 守 点 検 編
以下の事項について、機械が本来の燃費性能を発揮するための保守点検のポイントを紹介。
① エンジン （トラクター、コンバイン）
② 動力伝達部 （トラクター、トラクター作業機、コンバイン、乾燥機）
③ 走行部 （トラクター、コンバイン）
④ 作用部 （トラクター作業機、コンバイン）
⑤ エアコン （トラクター、コンバイン）
⑥ バーナー等 （乾燥機）

（例１） エアクリーナーの清掃を行う （トラクター、コンバインのエンジン）
→エンジンのエアクリーナーが詰まっていると、空気不足となり、燃費が悪化します。
定期的に点検し、清掃や交換を行いましょう。

２．作 業 編
燃料消費の大きい、トラクター、コンバイン、穀物乾燥機について、燃費を改善するために留意すべき作業上の留意点を紹介。

（例２） 適正なエンジン回転で作業する （トラクター）
→トラクターは様々な負荷で作業を行いますが、一般に、必要以上に高いエンジン回転で作業すると、燃費が悪化します。例え
ば、30馬力級のトラクターで、エンジン回転を定格（2,600rpm）から1,800rpmに下げて作業すると、最大出力の50％程度の負荷
の作業で約20％、20～30％程度の負荷の作業で約30％燃料消費量を節減できるという測定例があります。負荷の状態にあっ
た適正なエンジン回転で作業しましょう。

30

（４）農業分野の温室効果ガス排出削減対策
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現下の燃油高騰に対応し、漁船漁業の健全な発展に資するため、漁船への省エネルギー技術の導入・普
及を促進し、漁船漁業のエネルギー消費構造の早急な転換を図る。

事業の目的

漁場位置特定技術の開発

漁業者グループ等が行う省エネルギー技術導入・普及への取組に対する支援並びに衛星データを用いた漁
場探索効率化のための技術開発 。

事業の内容

漁船漁業における省エネルギー技術
【～省エネルギー技術導入促進事業～】

発光ダイオード集魚灯
（省電力な発光ダイオード（LED）の
集魚灯を使用することにより、発電に

掛かる燃油量を削減）

省エネ技術事例

海面高度計水温センサー 水色センサー

漁船による水温観測人工衛星による観測

中層水温・水温躍層の把握
☆水温躍層付近に
好漁場形成

３種のセンサーの総合的運用 水深別水温実測データ

漁場特定が
可能

水深別水
温計等

その他、新素材を活用した軽量漁具の導入など

推
進
効
率
の
改
善

（
抵
抗
の
少
な
い
バ
ト
ッ
ク
フ

ロ
ー
船
型
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
漁
船
の
燃
費
を
向
上
）

（ＳＢＴ等）

暖水 冷水

水温
躍層

海面高低 鉛直面の水塊
配置イメージ

暖水

プ
ラ
ン
ク

ト
ン
豊
富マグロ

１５℃～１８℃水温
躍層

１００ｍ層帯状暖水

従来型
船型

バトック
フロー船型

（さんま棒受け網漁船）

（ま
き
網
漁
業
用L

E
D

水
中
集
魚

灯
）

31

（５）漁船の省エネルギー対策
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「漁船の省エネルギー対策の推進」提言の概要

保守点検

冷凍装置

定期点検時期は、50時間ごと、500時間ごと等

漁業の省エネルギー効果

○漁業燃油年間使用量（Ａ重油+軽油）

約３６５万ｋｌ

○漁業燃油年間使用額（Ａ重油+軽油）
約１，７３５億円

１０％削減効果

１０％削減効果

約３７万ｋｌ

※Ｈ１４推定値

一本釣高速漁船（13m級）の出力

0

100

2 00

3 00

4 00

5 00

6 00

13 1 5 1 7 1 9 21 23 25 2 7 2 9 3 1

船速（ノット）

機
関

出
力

(

ｋ

ｗ

)

満載状態

5%軽減

底曳網漁船(75トン)の出力

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

8 9 10 11 12 13 14
船速（ノット）

機
関
出

力

(

ｋ

ｗ

)

満載状態

10%低減

（約２０％）

（約１０％）

約１７４億円

（平成１７年１月 漁船漁業構造改革推進会議）

減
速
効
果

冷却水冷却水冷却水冷却水

フィルタ潤滑油

32

10

15

20

25

30

35

40

-50 -52 -54 -56 -58 -60

冷凍機（単機二段圧縮機）の軸動力

（約１０％）

冷凍装置の必要最小限の運転
凍結・保冷温度を5℃上げることにより
電動機の所要電力を約10%削減

魚そう温度
（ ℃ ）

軸
動
力
（k
w
）
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施策のポイント・効果現状と課題

○ 農業水利施設の包蔵水力エネ
ルギーの過半は未利用のまま
未開発のエネルギー ８．８万kＷ

開発済のエネルギー ６．５万kＷ

※ 一般電気事業者、公営電気事業者

による共同開発分は除く
※ （財）新エネルギー財団、水利整備課調べ

○ 農業関係者は、農村地域を潤し
ている身近な農業水利施設を流れ
る水量と落差が生み出す自然エネ
ルギーに関心と大きな期待

○包蔵水力エネルギーに関する情
報不足

○ 施設使用等の手続きのわかりづ
らさ

○ 事業、制度の認知度が低い

○ 農村地域を潤す農業用水が持つ自然エネルギーの農業分野における
有効利用を促進

・ 小水力発電の見込める農業水利施設に関する「小水力適地情報」
の作成と整理
・ 小水力発電導入手続きに関する技術的指導及び手続きや法手続き
などに関する分かりやすい「利用マニュアル」の作成と普及

事業の効果

○ 身近な自家発エネルギーを利用した農村地域の振興

○ 地域用水機能の発揮（農業用水の多面的機能）

○ 既存社会ストックの有効活用

○ 地球温暖化対策への貢献

（６）農業農村整備事業における温室効果ガス排出削減対策

１．農業用水の自然エネルギーの活用支援（小水力発電）

33
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○ 農業農村整備事業において、これまで２５地区の小水力発電施設を整備

○ 現在、年間約５万７千CO2トンのＣＯ２削減に貢献（推計）

※CO2削減量＝発電施設の最大出力（kW）×24（hr）×365（日）×実績による発
電効率（0.53）×二酸化炭素削減排出係数（0.555kg-co2/kWh）

CO2削減実績

整備完了 ２５ 地区

かん排等土地改良事業
２１地区

農村総合整備事業等
４地区

農業農村整備事
業での実施状況

348
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コンポスト施設

循環型システムの構築と
美しい快適なむらづくりの実現

生活排水の流入による農業
用水の水質悪化などによる
農業被害の発生。

・農業被害の解消
・処理水の再利用
・汚泥の農地還元

発生する汚泥の57%を農地還元などでリサイクル利用（８２３地区）するなど、資源循環の取組みを推進

リサイクルの内訳

建築資材

緑地還元

農地還元

４１．９％
７．７％

７．２％

汚泥のリサイクル率

リサイクルその他

５６．８％４３．２％

集排汚泥リサイクル率の推移　(H14～H17)

農地還元

緑地還元

建設資材

その他

最終処分

,
海洋投棄
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集落排水汚泥リサイクルの推移（H14～H17）

年度H14 H15 H16 H17
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49.8% 55.3% 56.8%

（リサイクル
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２．農業集落排水汚泥の循環利用に関する取組
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○ バイオマスタウンの全国展開の加速化に向け、農村地域に適したバイオマス転換施設の実証・普及を図るため、農業

集落排水施設と連携したバイオマス利活用システムの有効性について実証試験を行っているところ（平成１８～２１年

度）。

 

農業集落排水施設（既設） 小規模バイオマス変換施設
（新規設置）

① 農村地域の未利用バ
イオマスの有効利用

・汚泥等農村地域バイオマ
スの高度利用
・汚泥のリサイクル率向上

② 全国４千箇所以上ある
農業集落排水施設への
展開

・集落排水施設の維持管
理費の低減

・集落排水地域単位での
資源循環の促進

実証試験を行っている利活用システム システムの狙い

集排汚泥

排水

農村地域

処理水

電気、熱

残渣（液肥等）

家畜排泄物農村集落（生ごみ等）果樹剪定枝等 休耕田等（資源作物）

農村地域からのバイオマス
（家畜排泄物、生ごみ等）

○ 農業集落排水と連携したバイオマス変換システムの実証、普及
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農地の炭素循環モデル 藻場の炭素循環の解明

温暖化に伴う環境変動に対処する技術の開発

・CO2吸収能を高める育林技術の開発

・農地土壌に炭素貯留能を増加させる技術の開発

水産業への影響評価

と藻場の炭素吸収能
の評価

フラックスタワーで
CO2の吸収量を観測

農林水産業における温暖化対策技術の高度化に関する研究

貢献

・温暖化による農林水産業への影響防止

・京都議定書により第１約束期間（２００８年～２０１２年）に温室
効果ガス排出量６％削減義務に貢献

・第１約束期間以降の温室効果ガス排出量削減義務への対応

活用

開放系CO2増加装置による
高温・高CO2の影響評価、対

策技術の開発

CO2

CO2
CH4

生態系・土壌の
フラックス変化の解明

CO2

C

農林水産業に与える影響評価

・影響評価

 

生物による食害

CO2

光合成・呼吸

堆積・分解 深層への輸
送

・モニタリング

農林水産生態系の炭素循環の解明

活用

（７）地球温暖化防止策に関する技術開発等

37

検証

土壌呼吸

落葉・落枝

葉の光合成・呼吸

CO2

CO2

森林の炭素循環モデル
・堆肥施用
・緑肥導入
・作物種変更

9
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○林地残材等未利用バイオマスを用い
た、生分解素材等を製造する効率の
良い技術、高付加価値を生み出す
技術の開発 等

バイオマスマテリアル
製造技術の開発

バイオマス利用モデルの
構築・実証・評価

○バイオマスの燃料利用とマテリア
ル利用を総合的に行うバイオマ
ス利用モデルの構築 等

資源作物等を利用した低コスト・
高効率なバイオ燃料生産技術の開発

○バイオエタノール生産量の飛躍的増加を可能
とする資源作物の育成とその低コスト栽培法、
遺伝子組換え微生物等を利用した高効率に
エタノールを生産する技術の開発 等

≒地産地消

マテリアル
エネルギー

地域主体の行動、独自性

資源作物

＋廃棄物系バイオマス

地域雇用の創出
地域産業活性化

さとうきび、テンサイ、
バレイショ 、ソルガム、木 等

地域外販売・供給

バイオマスリファイナリー

新作物

資源作物・未利用バイオマスの活用

バイオマスタウンの
一層の推進

バイオマス利活用技術開発の推進

ビジネス

エネルギー需要への貢献
（バイオ燃料の普及等）

バイオマスタウン

未利用バイオマス

バイオ燃料など
カスケード利用

地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発
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